
議  第  ４  ６  号   

令和７年６月２６日提出   

 

熊本市指定天然記念物の指定について 

 

 

「辺田野熊野座神社の夫婦杉」、「菱形八幡宮の夫婦杉」、「小木阿蘇神社のクスノキ」を

熊本市指定天然記念物に指定したいので、議決を求める。 

 

熊本市教育長 遠藤 洋路   

 

(提出理由) 

 熊本市文化財保護条例（昭和４２年条例第１９号）第２７条第１項の規定及び熊本市教

育委員会教育長事務委任等規則（昭和２７年教育委員会規則第６号）第１条第１１号の規

定に基づき、熊本市指定天然記念物に指定するものである。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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指定区分 記念物 記念物 記念物

ふりがな へたのくまのざじんじゃのめおとすぎ ひしがたはちまんぐうのめおとすぎ
おぎあそじんじゃのくすのきつけたりゆ

らいひ

町指定年
月日 昭和４８年１１月１６日指定 なし 昭和４２年２月１日指定

備考 旧植木町指定天然記念物。 旧城南町指定天然記念物。

菱形校区１２町内自治会所有者 菱形八幡宮総代会 宗教法人小木阿蘇神社

市指定有形文化財への申請一覧

所在地

種別 天然記念物 天然記念物 天然記念物

１本

菱形八幡宮の夫婦杉
小木阿蘇神社のクスノキ附由

来碑

2 3

１対（２本）

資料NO 1

名称 辺田野熊野座神社の夫婦杉

熊本市北区植木町辺田野８８２
（辺田野熊野座神社）

員数 １対（２本）

熊本市北区植木町円台寺６２１
(菱形八幡宮)

熊本市南区城南町藤山１８５９
(小木阿蘇神社)
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熊本市文化財保護委員会における答申 

（文化財の市指定天然記念物新規指定について） 

開催日時 令和７年(２０２５年)５月２９日（木）１４時００分開催 

 

① 辺
へ

田野
た の

熊野座
く ま の ざ

神社
じんじゃ

の夫婦
め お と

杉
すぎ

 

北区植木町辺田野の辺田野熊野座神社の参道を挟んで並び立つスギの巨

木である。７０５年創建と伝わるに伝わる辺田野熊野座神社の神木であり、

大きさを計測したところ、社殿向かって左手のスギで幹回り４３７ｃｍ、樹

高２８．４ｍ、右手のスギで幹回り４５０ｃｍ、樹高２９．８ｃｍで市内最

大級のスギの巨木である。地元では並び立つ姿から夫婦杉と呼ばれており、

神社の良好な景観を構成している。この夫婦杉を後世まで確実に残していく

ためにも熊本市指定天然記念物に指定すべきである。 
   

 

② 菱形
ひしがた

八幡宮
はちまんぐう

の夫婦
め お と

杉
すぎ

 

北区植木町円台寺の菱形八幡宮の参道を挟んで並び立つスギの巨木であ

る。菱形八幡宮は熊本市指定有形文化財菱形八幡宮神像群が伝わる、市内で

も有数の歴史を持つ神社であり、その神社の神木がこの夫婦杉である。大き

さを計測したところ、社殿向かって左手のスギで幹回り５６６ｃｍ、樹高３

５．６ｍ、右手のスギで幹回り５４８ｃｍ、樹高３５．４ｃｍで市内最大級

のスギの巨木である。辺田野熊野座神社の夫婦杉と同じく、並び立つ姿から

夫婦杉と呼ばれている。また、神社周辺には平安時代から鎌倉時代の文化財

が多く位置しており、それらと相まって菱形八幡宮の夫婦杉は地域の良好な
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景観を構成している。この夫婦杉を後世まで確実に残していくためにも熊本

市指定天然記念物に指定すべきである。 

 

 

③ 小木
お ぎ

阿蘇
あ そ

神社
じんじゃ

のクスノキ 附
つけたり

由来
ゆ ら い

碑
ひ

 

南区城南町藤山に位置する小木阿蘇神社境内に位置するクスノキの巨木

である。社伝などによると江戸時代のはじめに１１本のクスノキがあり、整

地のため全て伐採されかけたが住民の懇願によりこの１本が残されたとさ

れている。大きさを計測したところ、幹回り１００５ｃｍ、樹高３５ｍであ

り、幹回り１０ｍを超える市内でも最大級の巨木であった。なお、落雷や台

風により大枝の欠損がみられるものの、樹勢は盛んで健全である。クスノキ

を後世まで確実に残していくためにも熊本市指定天然記念物に指定すべき

である。また、併せてこのクスノキの根元に明治３０年に建てられた、神社

とクスノキについての由来碑についても一体的な価値を持つことから、附指

定することが適当である。 
     

 

 

 

（諮問概要） 

熊本市内の後世に残すべき価値のある文化財について、３件を新たに市指定

の天然記念物として申請するものである。 
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令和７年５月２９日 

 

 

熊本市教育委員会 様 

 

 

                 住所 熊本市北区植木町□□□ ▯▯▯▯        

氏名 菱形校区１２町内自治会 
自治会長 □□ □□ 

 

 

文化財の熊本市指定について（申請） 

 

 

このことについて、私どもの所有する文化財を熊本市指定天然記念物に指定くださるよ

う、別添書類を添えて申請します。 
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規則様式第 1 号 

令和７年５月２９日  

  

熊本市教育委員会 様 

                 住所 熊本市北区植木町□□□ ▯▯▯▯ 

氏名 菱形校区１２町内自治会 
自治会長 □□ □□     

   

私の所有する下記文化財を熊本市文化財保護条例第３条の規定により、熊

本市指定天然記念物に指定されることに同意します。 

記 

 1 種別 

      天然記念物 

2 名称    

      辺田野熊野座神社の夫婦杉 
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分 類 記念物 種 類 天然記念物 

名
ふり

 称
がな

 辺田野
へ た の

熊野座
く ま の ざ

神社
じんじゃ

の夫婦
め お と

杉
すぎ

 

員 数  １対（２本） 

所在地 熊本県熊本市北区植木町辺田野 882 

所有者 
 住所 熊本県熊本市北区植木町辺田野 

 氏名 菱形校区１２町内自治会 

管 理 

責任者 

 住所 熊本県熊本市北区植木町辺田野 

 氏名 菱形校区１２町内自治会 

年代 

または時代 
 樹齢不詳 

指定申請の理

由 

辺田野熊野座神社の夫婦杉は、半高山南東、北区植木町辺田野の辺田野熊野座

神社に所在するスギの巨木である。辺田野熊野座神社は旧村社で７０５年創建と

伝わる神社である。境内には熊野座神社と粟島神社の２社が鎮座し、熊野座神社

社殿には西南戦争の弾痕が残っている。2本のスギの位置は鳥居より内側にあり、

参道を挟んで南北に立ち並んでいる。 

地上１２０ｃｍの幹回り及び樹高について令和７年５月に測量したところ、参

道向かって左手のスギで幹回り４３７ｃｍ、樹高２８．４ｍ、参道向かって右側

のスギで幹回り４５０ｃｍ、樹高２９．８ｍであった。 

南側のスギで近年の台風による大枝の欠損がみられるものの、２本とも健全な

状態である。辺田野熊野座神社は南側を樹林に囲まれており、神社東側では遠方

より確認できるが、他は近距離でないと確認できない。また、支障なく全景を確

認できるのは神社社殿から西を見る方向に限られている。 

辺田野熊野座神社の夫婦杉は旧植木町を代表する巨木として旧植木町の指定

文化財であった（昭和 48 年 11 月 16 日指定）。しかし、植木町と熊本市との合

併のため指定解除となっていた。 

 

辺田野熊野座神社の夫婦杉は市内最大級のスギの巨木であり、辺田野熊野座神

社の神木として参道の左右に配置され神社の良好な景観を構成している。この夫

婦杉を後世まで確実に残していくためにも熊本市指定天然記念物に指定すべき

と思われる。 

その他 

樹齢は不明であるが、旧植木町指定の際に樹齢約３００年と推定されている。 

 

 県内の指定された天然記念物のスギの木を比較すると、阿蘇市の踊り山神社の

一本スギ（幹回り約 550 ㎝）や産神社のスギ（一対、幹回り約 400 ㎝）、山鹿

市指定の宮地岳のスギ（幹回り約 370 ㎝）などと比べても遜色ない。 
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辺田野熊野座神社全景（東から） 

辺田野熊野座神社の夫婦杉（東から）     辺田野熊野座神社の夫婦杉（西から）  
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菱形八幡宮の夫婦杉 

辺田野熊野座神社の夫婦杉 

田原坂ニュータウン 

菱形小学校 

9



令和７年５月２９日 

 

 

熊本市教育委員会 様 

 

 

                 住所 熊本市北区植木町□□ ▯▯▯▯▯▯ 

氏名 菱形八幡宮総代会 
   宮総代 □□ ▯□□ 

 

 

文化財の熊本市指定について（申請） 

 

 

このことについて、私どもの所有する文化財を熊本市指定天然記念物に指定くださるよ

う、別添書類を添えて申請します。 
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規則様式第 1 号 

令和７年５月２９日  

  

熊本市教育委員会 様 

                 住所 熊本市北区植木町□□ ▯▯▯▯▯▯ 

氏名 菱形八幡宮総代会 
   宮総代 □□ ▯□□       

   

私の所有する下記文化財を熊本市文化財保護条例第３条の規定により、熊

本市指定天然記念物に指定されることに同意します。 

記 

 1 種別 

      天然記念物 

2 名称    

      菱形八幡宮の夫婦杉 
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分 類 記念物 種 類 天然記念物 

名
ふり

 称
がな

  菱形
ひしがた

八幡宮
はちまんぐう

の夫婦
め お と

杉
すぎ

 

員 数  １対（２本） 

所在地 熊本県熊本市北区植木町円台寺６２１ 

所有者 
 住所 熊本県熊本市北区植木町円台寺６２１ 

 氏名 菱形八幡宮総代会 

管 理 

責任者 

 住所 熊本県熊本市北区植木町円台寺６２１ 

 氏名 菱形八幡宮総代会 

年代 

または時代 
 樹齢不詳（平成 2 年植木町設置の看板によると樹齢 720 年） 

指定申請の理

由 

菱形八幡宮の夫婦杉は菱形八幡宮の社殿前に参道を挟んで並び立つ2本１対の

スギの巨木である。菱形八幡宮は『神皇正統記』で「八幡神出現の地」とさ

れ、菱形八幡宮に伝わる菱形八旛宮神像群（神像1８躯、仏像1 躯、随身２

躯、狛犬2 躯、獅子頭２面）は熊本市指定有形文化財に指定されているほか、

近傍には熊本県指定重要文化財に指定されている建久４年(1193 年)、建久7 

年(1196 年)の笠塔婆や県指定史跡の円台寺の摩崖仏などが残されており、そ

の創建は平安時代にさかのぼる可能性もある。 

菱形八幡宮には階段下鳥居の側と本殿の前の二か所に夫婦杉があるが、社殿

前のものがその大きさ、樹勢共に圧倒している。樹勢は盛んで、現地看板によ

ると、幹回り（目通り）は485㎝と記されている。令和７年５月に地上１２０

cmの位置の幹回りと樹高を計測したところ、社殿向かって左手のスギの幹回り

５６６㎝で樹高３５．６ｍ、右手のスギで幹回り５４８㎝、樹高３５．４ｍで

あった。 

菱形八幡宮の夫婦杉は市内最大級のスギの巨木であり、菱形八幡宮の神木とし

て左右に配置され神社の良好な景観を構成している。この夫婦杉を後世まで確実

に残していくためにも熊本市指定天然記念物に指定すべきと思われる。 

その他 

現地には植木町教育委員会が平成 2 年に建てた標柱があり、『天然記念物 菱

形八幡宮の夫婦杉』と書かれている。しかし、正式に町指定天然記念物として指

定された記録はない。 

 

 県内の指定された天然記念物のスギの木を比較すると、阿蘇市の踊り山神社の

一本スギ（幹回り約 550 ㎝）や産神社のスギ（一対、幹回り約 400 ㎝）、山鹿

市指定の宮地岳のスギ（幹回り約 370 ㎝）などと比べても遜色ない。 
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           菱形八幡宮の夫婦杉 本殿の段南より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菱形八幡宮の夫婦杉 参道下県道より 
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菱形八幡宮の夫婦杉 

辺田野熊野座神社の夫婦杉 

菱形小学校 

田原坂ニュータウン 
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令和７年５月２９日 

 

 

熊本市教育委員会 様 

 

 

                 住所 熊本市南区城南町藤山１８５９ 

氏名 宗教法人 小木阿蘇神社 
   □□□□ □□ □□ 

 

 

文化財の熊本市指定について（申請） 

 

このことについて、私どもの所有する文化財を熊本市指定天然記念物に指定くださるよ

う、別添書類を添えて申請します。 
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規則様式第 1 号 

令和７年５月２９日  

  

熊本市教育委員会 様 

                 住所 熊本市南区城南町藤山１８５９ 

氏名 宗教法人 小木阿蘇神社 
   □□□□ □□ □□   

   

私の所有する下記文化財を熊本市文化財保護条例第３条の規定により、熊

本市指定天然記念物に指定されることに同意します。 

記 

 1 種別 

      天然記念物 

2 名称    

       小木阿蘇神社のクスノキ附由来碑 
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分 類 記念物 種 類 天然記念物 

名
ふり

 称
がな

 小木
お ぎ

阿蘇
あ そ

神社
じんじゃ

のクスノキ 附
つけたり

由来
ゆ ら い

碑
ひ

 

員 数 １本 

所在地 熊本県熊本市南区城南町藤山１８５９ 

所有者 
 住所 熊本県熊本市南区城南町藤山１８５９ 

 氏名 宗教法人 小木阿蘇神社 

管 理 

責任者 

 住所 熊本県熊本市南区城南町藤山１８５９ 

 氏名 宗教法人 小木阿蘇神社 

年代 

または時代 
 樹齢不詳（社伝で７００年と伝わる） 

指定申請の理

由 

小木阿蘇神社のクスノキは、南区城南町藤山の小木阿蘇神社境内に位置す

る。小木阿蘇神社は興国３年（１３４０年）の菊池武光の勧請と伝わり、現在

地には寛文６年（１６６６年）に遷宮している。クスノキは東側の鳥居から神

社社殿までの参道の中間に位置しており、御神木として祀られている。 

令和７年５月に計測したところ、地上１２０cmでの幹回りは１００５cm、

樹高は３０mであった。過去の落雷や台風などにより大枝の欠損がみられる

が、樹勢は盛んで健全である。周囲が樹林に囲まれているため、遠方から視認

することは難しいが、神社に近づくと全景を確認することができる。 

由来碑や社伝によると、江戸時代はじめ、この地には 11 本のクスノキがあっ

たとされ、整地のため伐採されようとした際、近隣住民が所有者に 1 本残すよう

懇願した。その後明治 6 年になってこのクスノキが土地とともに神社に寄進され

たとされている。 

小木阿蘇神社のクスノキは旧城南町の指定文化財であった（昭和 42 年 2 月 1

日指定）。しかし、熊本市との合併のため、指定解除となっている。 

小木阿蘇神社のクスノキは市内でも幹回り１０m を超える市内でも最大級の

巨木であり、小木阿蘇神社の神木として神社の良好な景観を構成している。この

クスノキを後世まで確実に残していくためにも熊本市指定天然記念物に指定す

べきと思われる。 

また、クスノキの側には明治３０年に西塚原邑によって建立された由来碑があ

り、クスノキ及び神社の由来を示すほか、台座には５２名の賛同者の名前が刻ま

れた重要な歴史資料であることから、記念碑についても附指定にすべきと思われ

る。 

その他 

市内の指定された天然記念物のクスノキと比較すると、天社宮の大クスノキ

（幹回り１１．２ｍ）、旧代継宮跡の大クスノキ（幹回り 7ｍ）などと比べても遜

色ない。 
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小木阿蘇神社のクスノキの全景（東から） 

小木阿蘇神社のクスノキ（北西から） 小木阿蘇神社のクスノキ（西から） 
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小木阿蘇神社のクスノキ 

城南スマート IC 

史跡塚原古墳群 
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